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＜子ども家庭支援センターからのケース＞ 
児童相談所と子ども家庭支援センターがマネジメントを行い支援する。 

・ ケース会議等の内容に沿って、地区で見守り等を行うケースについては、児童館を中心と
した、個人情報を共有できる個別支援のネットワークで情報を共有し、対応を確認する。 

・ 児童館の持つネットワークの関係機関が見守りを行い、日常の子どもたちと接する中で、
相談や無意識のサインに気づいた場合、ケースの状況を児童館に集約する。状況の変化等
について確認、分析を行い、必要に応じて、子ども家庭支援センターに状況報告する。 

・ 子ども家庭支援センターのモニタリングの要請に応じて把握している状況を連絡する。 
＜子ども家庭支援センターが関係していないケース＞ 
・ 児童館をはじめとした関係機関が日常の子どもたちと接する中で、相談やサインに気づい

た場合、ケースの状況を児童館に集約し、確認、分析を行い、地区での見守りを行ったり子
ども家庭支援センター等の関係機関につないだりする。 
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主担当の明確化、一元的な運用、同一基準、同一判断によるアセスメント 

別紙３ 


